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例
え
ば
こ
ん
な
と
き
に

こ
ん
な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す

•�

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
相
談
や
ケ
ア

プ
ラ
ン
の
作
成

•�
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
に
よ
る
介
助
や
家
事

の
支
援
、
訪
問
看
護
師
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

•�

食
事
・
入
浴
・
生
活
機
能
の
維
持
向
上

の
た
め
の
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

で
の
機
能
訓
練

•�

車
い
す
や
介
護
用
ベ
ッ
ド
の
貸
与
、
入

浴
・
排
せ
つ
用
具
を
購
入
し
た
費
用
の

支
給

•�

住
宅
の
段
差
を
解
消
し
た
り
、
手
す
り

を
つ
け
た
り
す
る
改
修
費
用
の
支
給

•�

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）
の
利
用�

な
ど

介
護
保
険
を
利
用
す
る
に
は
、要
介
護
・

要
支
援
認
定
の
申
請

要
支
援
認
定
の
申
請
を
し
ま
す
。
介
護
保

険
に
は
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
、
要
介

険
に
は
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
、
要
介

護
・
要
支
援
認
定
の
結
果
に
よ
っ
て
利
用

護
・
要
支
援
認
定
の
結
果
に
よ
っ
て
利
用

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
や
量
が
異
な
り

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
や
量
が
異
な
り

ま
す
。

ま
す
。

ま
た
、
現
在
は
介
護
を
必
要

ま
た
、
現
在
は
介
護
を
必
要
と
し
な
い

人
が
、
介
護
予
防
の
た
め
に
利
用

人
が
、
介
護
予
防
の
た
め
に
利
用
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
ご
相
談
を

相
談
を

介
護
や
支
援
が
必
要
に
な
っ
た
ら
、
ま

必
要
に
な
っ
た
ら
、
ま

ず
はは
お
近
く
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

や
高
や
高
齢
者
地
域
支
援
窓
口
な
ど
に
ご
相
談

な
ど
に
ご
相
談

く
だ
く
だ
さ
い
。
一
人
一
人

の
状
況
や
希
望
を
聞
き

取
り
、
適
切
な
サ
ー
ビ

ス
を
一
緒
に
考
え
ま
す
。

介
護
認
定
の
流
れ

❶�

申
請
…
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
申

請
す
る
と
、市
が
調
査
員
を
派
遣
し
て
、

本
人
の
心
身
の
状
況
を
確
認
し
、
主
治

医
に
意
見
書
の
作
成
を
依
頼
し
ま
す
。

❷�

審
査
・
判
定
…
認
定
調
査
と
主
治
医

意
見
書
を
基
に
、介
護
認
定
審
査
会
が
、

要
介
護
・
要
支
援
状
態
区
分
の
審
査
・

判
定
を
行
い
ま
す
。

❸�

結
果
の
通
知
…
介
護
認
定
審
査
会
の
審

査
結
果
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
給
付
の

対
象
と
な
ら
な
い「
非
該
当
（
自
立
）」、

支
援
が
必
要
な
「
要
支
援
１・２
」、
介

護
が
必
要
な
「
要
介
護
１
～
５
」
の
状

態
区
分
の
い
ず
れ
か
に
認
定
さ
れ
、
結

果
は
郵
送
で
通
知
さ
れ
ま
す
。

❹�
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
…
認
定
結
果
が
届
い

た
ら
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
や
利
用

を
希
望
す
る
施
設
へ
相
談
し
、
利
用
す

る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
・
回
数
な
ど
を
盛

り
込
ん
だ
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

作
成
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
サ

ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
ま
す
。

※※��

必
要
な
場
合
は
、
認
定
前
で
も
申
請
日
請
日

か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。
す
。

介護保険は、40歳以上の人が納める介護保険料と国や県、市が負担
する公費を財源とし、介護や支援が必要になったときに、費用の１割
負担（一定以上の所得がある人は２割または３割負担）で介護サ護サービ
スを利用できる制度です。

介護保険サービス
ご存じですか？

サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
費
用
負
担

サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
費
用
負
担

保
険
が
適
用
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

保
険
が
適
用
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

用
の
１
割
が
、
利
用
者
の
負
担
と
な
り
ま

用
の
１
割
が
、
利
用
者
の
負
担
と
な
り
ま

す
。
す
。ま

た
、
施
設
を
利
用
す
る
際
の
居
住
費

ま
た
、
施
設
を
利
用
す
る
際
の
居
住
費

や
食
費
な
ど
、
実
費
負
担
も
必
要
で
す
。

や
食
費
な
ど
、
実
費
負
担
も
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
所
得
の
低
い
人
や
、

た
だ
し
、
所
得
の
低
い
人
や
、
11
か
月
か
月

の
利
用
者
負
担
が
高
額
に
な
っ
た
人
に
は

の
利
用
者
負
担
が
高
額
に
な
っ
た
人
に
は

負
担
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

度
が
あ
り
ま
す
。

介
護
保
険
料

◆
4040
歳
以
上

歳
以
上
6565
歳
未
満
の
人

歳
未
満
の
人

加
入
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
や
社
会

健
康
保
険
や
社
会

保
険
な
ど
の
医
療
保
険
で
保
険
料
を
算
定

保
険
料
を
算
定

し
、
医
療
分
の
保
険
料
と
合
わ
せ
て
納
め

合
わ
せ
て
納
め

ま
す
。

◆
65
歳
以
上
の
人

市
に
保
険
料
を
納
め
ま
す
。
す
。

保
険
料
は
市
で
算
出
し
た「
基
準
額
」

を
基
に
、
所
得
に
応
じ
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

年
金
の
年
間
受
給
金
額
が
18
万
円
以
上

の
人
は
、
原
則
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
保
険
料

が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。そ
れ
以

そ
れ
以
外
の
人
は
、

市
か
ら

市
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
に

る
納
付
書
に
よ
り
保
険

料
を
納
付
し
ま
す
。

ま
す
。

もの忘れがひどくなり、
日常生活で困ることが
増えてきた

転倒してから歩行が難
しくなり、介助を必要
とすることが増えた

介護用のベッドを借り
たり、家に手すりをつ
けたりしたい

◀�介護保険�介護保険
についてについて
はこちらはこちら

▲�地域包括支地域包括支
援センター援センター

問合せ
介護保険課
認定の申請について
認定担当�
☎0545-55-2765
保険料やサービスの
費用負担について
保険給付担当
☎0545-55-2766


